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2023年10月1日からインボイス制度が開始されました。インボイス制度の正式名称は「適格請求書等
保存方式」といいます。 インボイス制度導入後は、適格請求書（インボイス）を売り手が買い手に発行
し、双方が適格請求書を保存することで、消費税の仕入税額控除（＊）が適用されるようになります。

今月は、その概要と医療機関の対応について、見ていきたいと思います。

詳細は 国税庁HP、適格請求書等保存方式の概要～インボイス制度の理解のために～、政府広報

オンライン等をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202210/1.html#firsrSection

（＊）仕入税額控除：消費税を算出する際に課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引くこと

今月のトピックス

NICHII 医事ニュース

主旨

激変する医療界の動向について､医療経営の視点で必要な情報を提供すると共に､医事業務に必要な実務知識の
提供をしています

発行元：事業統括本部 医療関連事業本部 運用企画部 運用企画課

インボイス制度 開始！！

事業者間でやり取りされる消費税額等が記載さ
れた請求書や領収書等のことで、事業者が消費
税の納税額を計算する際に必要となるものです。
そのため、消費者は、インボイス制度の対応は必
要ありません。

インボイス＝適格請求書等保存方式

インボイスは、具体的には、制度開始前に使用
されていた請求書（区分記載請求書）に一定
の記載事項が追加されたものになります。

インボイスとこれまでの請求書との違い

【区分記載請求書の記載事項】

⚫ 請求書の発行事業者の氏名または名称【図①】

⚫ 取引年月日【図②】

⚫ 取引の内容（軽減対象税率の対象品目である旨）【図③】

⚫ 税率ごとに区分して合計した対価の額【図④】

⚫ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称【図⑤】

【インボイスに追加される記載事項】

◼ 登録番号（図Ⓐ）

◼ 適用税率（図Ⓑ）

◼ 税率ごとに区分した消費税額等（図Ⓒ）

税務署長から登録を受けた「インボイス発行事
業者」（適格請求書発行事業者）に限られ、
消費税を納める義務のある事業者（＝課税事
業者）が登録を受けることができます。

インボイスを交付できる事業者

出典：政府広報オンライン

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202210/1.html#firsrSection
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売手は、買手（課税事業者）の求めに応じてインボイ
スを交付し、その写しを保存しておく必要があります。一
方、買手は交付されたインボイスを保存することで、仕
入税額控除を受けることができます。

医療機関における保険診療については

非課税取引と定められていますので、

消費税はかかりませんから

インボイス制度は関係ありません。

参考 ※注意：消費税率が8％だったときの資料

⚫ 事業者宛に課税売上の請求書や領収書を出す医療機関等

（例）

 企業から従業員の健康診断や予防接種、検査受診などを受託しているケース

 医療機関が企業から産業医報酬を受け取っているケース

 企業からの顧問収入、受託収入、治験収入等があるケース

⚫ 自費診療の売り上げが年間1,000万円を超える医療機関（課税事業者）

年間の売上高（健康診断・予防接種などの自費診療）が税抜きで1,000万円以下の場合には、消費税
の納税を免除されます。

インボイス制度の対象となる医療機関

診調組 税－１ 2015.8.7

消費税の申告納税義務がある事業者

課税事業者とは

消費税の納税義務（確定申告と納税）が免除されてい
る事業者➡ほどんどのクリニックは免税事業者に該当する

免税事業者とは

免税事業者からの課税仕入れにかかる6年間の経過措置

インボイス制度開始後は、免税事
業者から行った課税仕入れは、原
則として仕入税額控除の適用を受
けることができません。ただし、制度
開始後6年間は、免税事業者等
からの課税仕入れであっても、仕入
税額相当額の一定割合を仕入税
額とみなして控除できる経過措置
が設けられています。
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認知症の原因としては最も多い「アルツハイマー型認知症」に対する新しい治療薬「レケンビ」（一般名
レカネマブ（遺伝子組換え））が9月25日に製造承認されました。日本の製薬会社の「エーザイ」とアメ
リカの「バイオジェン」と共同で開発した治療薬です。既存のアルツハイマー型認知症の治療薬とどのような
点が異なっているのか、比較表をお示ししています。

この新薬は、早ければ年内にも患者への使用が開始できるとされていますが、適正使用推進ガイドライン
を作成予定で、使用条件も厳しく、投与対象となる患者は限定的となる見込みです。また、今後の高
齢化社会において医療費の動向に大きな影響を与える薬になると思われます。

さらに、岸田首相は『認知症と向き合う「幸齢社会」実現会議』を立ち上げ、認知症施策の総合的な
推進に向けて検討を深めていくとしています。

いきいきホスピタル

アルツハイマー型認知症の治療薬が製造承認されました

レケンビの一般名：レカネマブの語尾が「マブ」であることから分かるように、モノクローナル抗体医薬品です。アルツハイマー
病の原因とされる脳内アミロイドβを減少させて、「アルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度の認知症」の進行抑
制をするお薬です。これに対して、代表的な認知症治療薬であるアリセプトは、脳内の神経系（コリン作動性）にあるア
セチルコリンエステラーゼを可逆的に阻害し、神経系を賦活することで認知症症状の進行抑制」するもので、二つの薬は
作用機序が異なっています。

⚫ 薬価：アメリカでの価格を見る限り、かなり高額になるものと予想

 60日又は90日以内に薬価決定、早ければ年内にも薬価収載され現場での投与開始

⚫ 投与対象となる患者は非常に限定

 アミロイドPET（保険適応外）又は脳脊髄液検査（保険適応）等の検査による診断が必要

 「無症状でアミロイドβ病理を示唆する初見のみが確認できた患者、中等度以降のアルツハイマー病による認
知症の患者については投与開始できない」

中医協 総-３

2023.9.27
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「女性不妊症、卵管閉塞の疑い」という病名で、子宮卵管造影撮影時に「透視診断」をした
場合、今までは支払基金等からの通知によって「算定は認められない」とされていましたが、日
本産婦人科医会から「今後は医学的判断により認める」とのお知らせが会報に掲載されていま
す。透視診断が査定された後、この会報の記事を引用して再審査請求し復活したという情報
がありますので、参考にしていただければと思います。

算定 à la carte

E000 透視診断（子宮卵管造影撮影時）について

診療報酬点数表より一部抜粋

Ｅ０００ 透視診断 110点

(１) 本項の透視診断とは、透視による疾病、病巣の診断を評価するものであり、特に別途疑義解釈通知等により取

扱いを示した場合を除き、消化管の造影剤使用撮影に際し腸管の所要の位置に造影剤が到達しているか否か

を透視により検査する場合等、撮影の時期決定や準備手段又は他の検査、注射、処置及び手術の補助手段

として行う透視については算定できない。

(２) 造影剤を使用する透視診断は一連の診断目的のために行うものについては、時間を隔てて行う場合であっても

１回として算定する。ただし、腸管の透視を時間を隔てて数回行いその時間が数時間にわたる場合には、２回以

上として算定できる。その基準は概ね２時間に１回とする。

支払基金 審査統括部 内科審査課、外科・混合審査課より抜粋

子宮卵管造影

取扱い： 子宮卵管造影撮影時の透視診断は認められない。

取扱いを定めた理由：

透視診断料は、透視により疾病・病巣の診断を評価するものであり、消化管の造影剤使用撮影に際し腸
管の所要の位置に造影剤が到達しているか否かを透視により検査する場合等、撮影の時期決定や準備手
段又は他の検査、注射、処置及び手術の補助手段として行う透視については算定できない。

医療保険部会からのお知らせ

子宮卵管造影時の透視診断について

第3回医療保険委員会での協議により、以下のような取り扱いとすることになりました。

子宮卵管造影は、不妊症では原因検索を目的として子宮内腔や卵管の状態を透視により
診断するものであり、不妊症患者では子宮卵管造影時の透視診断の算定を今後は医学
的判断で認める。

撮影枚数については5枚程度まで認めるが、放射線被曝を考慮し必要最小限で実施する
こと。

日本産婦人科医会報 2022年12月号

JAOG newsより抜粋

【今までの取扱い】

新しい

取扱い
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